
参考資料② 

ハードディスク内蔵型録音機器等に係わる許諾済複製と私的複製について 

 
例1 パソコンとの組合せ音楽配信から  

 
 
 
 

 

私的複製

許諾済 

複製 

転送 

配信事業者 

許諾の範囲：サーバへの複製（送信可能化）、 

      公衆送信、ダウンロード先の複製 

購入したＣＤから レンタルから 

レンタル事業者 

許諾の範囲：公衆への貸与

私的複製

例2 携帯電話との組合せ音楽配信から 

許諾済複製 

× 転送不可 

配信事業者 

許諾の範囲：サーバへの複製（送信可能化）、 

      公衆送信、ダウンロード先の複製 
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